
議案第９２号 

八幡浜市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部

を改正する条例の制定について 

 標記条例を次のように制定する。 

平成３０年１２月４日提出 

八幡浜市長 大 城 一 郎 

 

記 

八幡浜市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部

を改正する条例 

八幡浜市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例（平成２７年

条例第４号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で

示すように改正する。 

改正後 改正前 

（特定任期付職員の給与に関する特例） （特定任期付職員の給与に関する特例） 

第７条 第２条第１項の規定により任期を定めて

採用された職員（企業職員（地方公営企業等の労

働関係に関する法律（昭和２７年法律第２８９

号）第３条第４号の職員のうち地方公営企業に勤

務する者をいう。以下同じ。）である職員を除く。

以下「特定任期付職員」という。）には、次の給

料表を適用する。 

第７条 第２条第１項の規定により任期を定めて

採用された職員（企業職員（地方公営企業等の労

働関係に関する法律（昭和２７年法律第２８９

号）第３条第４号の職員のうち地方公営企業に勤

務する者をいう。以下同じ。）である職員を除く。

以下「特定任期付職員」という。）には、次の給

料表を適用する。 

号給 給料月額 

１ ３７４，０００円 

２ ４２２，０００円 

３ ４７２，０００円 

４ ５３３，０００円 
 

号給 給料月額 

１ ３７３，０００円 

２ ４２１，０００円 

３ ４７１，０００円 

４ ５３２，０００円 
 

２～６ （略） ２～６ （略） 

（八幡浜市職員の給与に関する条例の適用除外

等） 

（八幡浜市職員の給与に関する条例の適用除外

等） 

第８条 （略） 第８条 （略） 

２ 特定任期付職員に対する給与条例第２条第１

項、第１５条の２第１項、第１７条の２及び第１

９条第２項の規定の適用については、同条例第２

条第１項中「及び勤勉手当」とあるのは「、特定

任期付職員業績手当及び勤勉手当」と、同条例第

１５条の２第１項中「管理職手当を支給される職

員」とあるのは「管理職手当を支給される職員及

び八幡浜市一般職の任期付職員の採用及び給与

の特例に関する条例（平成２７年条例第４号）第

２ 特定任期付職員に対する給与条例第２条第１

項、第１５条の２第１項、第１７条の２及び第１

９条第２項の規定の適用については、同条例第２

条第１項中「及び勤勉手当」とあるのは「、特定

任期付職員業績手当及び勤勉手当」と、同条例第

１５条の２第１項中「管理職手当を支給される職

員」とあるのは「管理職手当を支給される職員及

び八幡浜市一般職の任期付職員の採用及び給与

の特例に関する条例（平成２７年条例第４号）第
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７条第１項に規定する給料表の適用を受ける職

員」と、同条例第１７条の２中「第８条の３第１

項に規定する職にある職員」とあるのは「第８条

の３第１項に規定する職にある職員及び八幡浜

市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に

関する条例第７条第１項に規定する給料表の適

用を受ける職員」と、同条例第１９条第２項中

「１００分の１３０」とあるのは「１００分の

１６７．５」                

                     

    とする。 

７条第１項に規定する給料表の適用を受ける職

員」と、同条例第１７条の２中「第８条の３第１

項に規定する職にある職員」とあるのは「第８条

の３第１項に規定する職にある職員及び八幡浜

市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に

関する条例第７条第１項に規定する給料表の適

用を受ける職員」と、同条例第１９条第２項中

「、６月に支給する場合においては１００分の

１２２．５、１２月に支給する場合においては

１００分の１３７．５」とあるのは「１００分の

１６５」とする。 

３～５ （略） ３～５ （略） 

   附 則 

 この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 

 

提案理由 

人事院勧告に準じ、一般職の特定任期付職員の給料月額及び期末手当の支給

割合を変更するため。 
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